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はじめに 
 

 ミャンマーの議会において 2017 年 8 月 1 日付で新石油・石油製品法（以下「新法」という。）が制定され、直ちに発効した。新法

の発効により旧石油法は廃止された 1。 

 

新法の適用範囲 
 

 新法は「石油」及び「石油製品」に対して適用され、許認可制度を通じて石油及び石油製品に関する事業活動を規制し、また、か

かる事業活動に関する監督官庁について規定している。 

 

 新法において、「石油」とは、炭化水素の混合物である石油燃料（原油、コンデンセート及び天然ガスを含む。）と定義されてい

る。また、「石油製品」とは、石油を精製又は混合して製造される製品（ガソリン、ディーゼル燃料、航空燃料、灯油、エンジンオイ

ル、潤滑油、圧縮天然ガス（CNG）、液化天然ガス（LNG）、液化石油ガス（LPG）、石油製品と混合したバイオ燃料、ワックス、ピッ

チ、及び電力・エネルギー省（MOEE：Ministry of Electricity and Energy）が都度石油製品として指定するものを含む。）と定義され

ている。 

 

 新法は、石油及び石油製品に関する主要な事業活動（石油及び石油製品の輸入、輸出、輸送、貯蔵、保有、精製又は混合、販

                                                   
1  ただし、旧石油法の条項に基づいて出された規則、通達、命令、指令及び手続等については、新法に抵触しない限り引き続き適用されるものとさ

れている。 
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売、検査及び試験をいう。）について規制している 2。 

 

禁止事項 

 

 新法において、規制対象事業については、関連する事業許認可を取得しなければ行うことができないとされている。 

 

事業許認可の発行及びその条件に関する規定 

 

 新法において、以下の監督官庁に対して石油及び石油製品に関する事業許認可の付与権限が与えられている 3。 

 

(i) 商業省：輸出入に関する許認可 

 

 商業省（MOC：Ministry of Commerce）は、石油及び石油製品の輸出入に関する事業許認可の付与権限を有する。また、商業省

は、石油及び石油製品の特定の国への輸出又は特定の国からの輸入を禁止する権限も有する。 

 

(ii) 電力・エネルギー省：各種の主要な事業活動に関する許認可 

 

 電力・エネルギー省は、石油及び石油製品の精製又は混合、輸送（パイプラインによるものを含む。）、販売、検査及び試験につ

いて事業許認可の付与権限を有する。 

 

 また、新法において、電力・エネルギー省は、石油及び石油製品に含有可能なミネラル質の比率及び量について決定すること

ができるとされており、また、かかるミネラル質について禁止することもできるとされている。 

 

 なお、当該石油及び石油製品が危険物に該当せず、500 ガロン以下の量である場合、当該石油及び石油製品の輸送又は貯蔵

については、電力・エネルギー省の許認可は不要であるとされている。もっとも、貯蔵に関しては、貯蔵容器は 200 ガロンを超えて

はならないとされている。 

 

(ⅲ) 運輸・通信省：輸送に関する許認可 

 

 運輸・通信省（MOTC：Ministry of Transport and Communications）は、石油及び石油製品を輸送する車両、船舶及びそれらのト

レーラーに関する事業許認可の付与権限を有する。石油及び石油製品の輸送のうち、海上輸送に関しては、運輸・通信省は、船

舶及びそのトレーラーが使用可能な港を指定しなければならないとされており、また、適切な手続に従ってかかる船舶及びトレー

ラーを監督しなければならないとされている。 

 

 加えて、運輸・通信省は、既存法令に基づき、石油及び石油製品の海上での輸入、輸出、輸送又は販売の際に事故又は漏出

が起こった場合、必要な措置を講じる権限を有している。 

 

 また、新法においては、当該石油及び石油製品が危険物に該当する場合であっても、6 ガロンまでの量であれば、運輸・通信省

の許認可を取得することなく貯蔵、輸入及び輸送することができるとされており、さらに、特定の装置での使用を目的とする場合

                                                   
2  各事業活動の具体的な定義は新法においてそれぞれ規定されている。 

3  なお、電力・エネルギー省は、連邦政府の承認がある場合、石油及び石油製品に関する新法上の条件を免除することができるとされている。 
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は、20 ガロンまでの量であれば、運輸・通信省の許認可を取得することなく貯蔵、輸入及び輸送することができるとされている。 

 

(ⅳ) 資源・環境保護省：貯蔵及び輸送に関する許認可 

 

 資源・環境保護省（MONREC：Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation）は、石油及び石油製品の貯蔵に

関する事業許認可の付与権限を有する。 

 

 また、資源・環境保護省は、石油及び石油製品を輸送する車両、船舶及びそれらのトレーラーに関する認可権限も有する。 

 

 加えて、資源・環境保護省は、石油及び石油製品によって環境に対する影響が生じる場合、現場監査を行い、必要な措置を講

じるものとされている。 

 

 以上のとおり、新法において、各省庁に対して各種の事業許認可の付与権限が与えられており、各省庁は、かかる事業許認可

の申請期間、申請様式、付与権限、手数料、手続及び条件等につき自ら定めることができる。 

 

環境及び安全面の条件 

 

 新法は、以下のとおり各種の環境及び安全面に関する条件を規定している。 

 

• 当該石油及び石油製品が危険物に該当する場合、輸送の際に危険性を示す表示を設置すること 

• 石油及び石油製品が、新法の定めに従って、全ての環境影響を考慮した上で輸入、輸送、貯蔵又は販売されること 

• 販売者が石油及び石油製品の特定の基準及び品質条件を遵守すること 

• 事業許認可を受けた事業者は、その敷地において火災又は爆発が起こった場合又はその可能性がある場合、関係当局に

通知すること 

 

終わりに 

 

 新法において、石油及び石油製品に関する事業許認可の広汎な権限が各関係省庁に付与されている。 

 

 上記のとおり新法は既に発効しているが、新法においてその施行手続の詳細が規定されていないため、新法に基づく事業許認

可の申請及び発行は現時点において未だ行われていない状況である。各事業許認可に関する規則及び条件は今後各省庁に

よって定められる予定であるが、その時期は未定である。かかる規則等が正式に定められるまでは、新法の及ぼす実務的影響

は限定的であると考えられる。 

 



 

当事務所の資源/エネルギープラクティスチームは、石油、天然ガス、石炭、銅、金属鉱物等の資源の探鉱、開発および生産の上流、LNG、原油、石

炭、銅精鉱等の調達等の中流、ならびに発電事業（火力・再生可能エネルギーを含む）、電力ガスの小売等の下流まで、関連する契約・法律問題につ

いてワンストップでリーガルサービスを提供しています。 
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